
デイサービスセンター国府 重要事項説明書 
 
 
 
 
 
 

事業所は、介護保険の指定を受けています。 
（徳島県指定 第３６７０１０３９０６号） 

 
 
 
 

 当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービス〔介護予防・日常生活支援総合事業

（第 1 号通所事業）〕を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上

ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
 
 

 
※ 当サービスのご利用は、原則として要介護認定の結果、「要支援１、要支援２、

事業対象者」「要介護」と認定された方が対象となります。 
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１．事業者 
（１）法人名     社会福祉法人 有誠福祉会 
（２）法人所在地   徳島県名西郡石井町石井字石井 1994 
（３）電話番号    ０８８－６７５－３７３８ 
（４）代表者氏名   理事長  手 束  直 胤 
（５）設立年月日   昭和５４年６月１８日 

 
 
 
 
２．事業所の概要 
  
 （１）事業所の種類   指定通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業（第

1 号通所事業） 
     平成２６年１月１日指定   徳島県 第３６７０１０３９０６号 
      
 
 
 （２）事業所の目的   指定通所介護は、介護保険法令に従い、ご契約者が、その有

する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことがで

きるように支援することを目的として、ご契約者に、通所介

護サービスを提供致します。 
             また、介護予防・日常生活支援総合事業（第 1 号通所事業）

の提供に当たっては、単にご契約者の運動機能の向上、栄養

状態の改善、口腔機能の向上等、特定の心身機能に着目した

改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善を通

じて、ご契約者ができる限り要介護状態とならないで自立し

た日常生活を営む事ができるよう支援することを目的としサ

ービスの提供に当たります。 
 （３）事業所の名称   デイサービスセンター国府 
 （４）事業所の所在地  徳島県徳島市国府町早淵 734 番地 
 （５）電話番号     ０８８－６２４－８８４４ 
 （６）事業所長（管理者）氏名    久米 将基  
 （７）当事業所の運営方針 

１．本事業所において提供する通所介護〔指定介護予防通所介護・第１号通所

事業（通所型サービス）〕は、介護保険法並びに関係する厚生省（現；厚

生労働省）令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 
２．ご契約者の人格を尊重し、常にご契約者の立場に立ったサービスの提供に   

努めるとともに、ご契約者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通

所介護計画〔介護予防通所介護計画〕を作成することにより、ご契約者が

必要とする適切なサービスを提供致します。 
３．ご契約者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分か

りやすく説明致します。 
 
 

４．適切な介護技術をもってサービスを提供致します。 
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５．ご契約者に対し、身体拘束その他行動を制限する行為（ご契約者又は第三

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く【別紙参

照】）は行いません。  
６．常に、提供したサービスの質の管理、評価を行います。 
７．居宅サービス計画〔介護予防サービス計画〕が作成されている場合は、当

該計画に沿った通所介護〔介護予防通所介護〕を提供致します。 
 
 
 （８）開設年月日         平成２６年１月１日 
 
 
（９）通常の事業の実施地域    徳島市、名西郡 
 
 
（10）営業日及び営業時間 
   

営業日・時間 月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 
サービス提供時間 午前９時００分～午後３時３０分 
定休日 日曜日、年末年始 

 
 （11）利用定員     ３５名 
 
 
３．職員の配置状況 
   当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス〔介護予防・日常生活支援

総合事業（第 1 号通所事業）〕を提供する職員として、以下の職種の職員を配置し

ています。 
 ＜主な職員の配置状況＞ 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職       種 常勤換算 指定基準 

１．事業所長 １名 １名 

２．介護職員 5 名以上 5 名 

３．生活相談員 2 名以上 １名 

４．看護職員 2 名以上 １名 

５．機能訓練指導員 3 名以上 １名 

６．調理員 （１）名  

７．運転手 名  
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   ※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延長時間数の総数を当事業所における

常勤職員の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 
         （例）週８時間勤務の介護職員が５名いる場合、常勤換算では１名 
         （８時間×５名÷４０時間＝１名）となります。 
 
 
 ＜主な職種の勤務体制＞ 

職   種 勤 務 体 制 

１．介護職員 

 
勤務時間：０８：３０～１７：１５ 
☆原則として職員１名あたり利用者１５名の 
お世話をします。 

 

２．機能訓練指導員 

  
 勤務時間：０８：３０～１７：１５ 
 ☆原則として 1 名の療法士と 

１名の看護職員が勤務します。 
  

 
 
 
４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスの提供を致します。 
当事業所が提供するサービスについて 
 

◎ 利用料金が介護保険から給付される場合 
◎ 利用料金の全額をご契約者にご負担いただく場合 

  があります。 
 
 
 
 
（１） 契約締結からサービス提供までの流れ 

１． ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、

「居宅サービス計画〔介護予防サービス計画〕（ケアプラン）」がある場合は

その内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護計画」〔介護予防通所介

護計画〕に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。

（契約書第３条参照） 
 
 
 

①契約者がご契約されている介護支援専門員（ケアマネージ 
ャー）に通所介護計画〔介護予防通所介護計画〕の原案作成や 
そのために必要な調査等の業務を担当していただきます 
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②その担当者は通所介護計画〔介護予防通所介護計画〕の原案 
について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得 
たうえで決定します。 

 
        
 
 
 
 
 

③通所介護計画〔介護予防通所介護計画〕は、居宅サービス計画

〔介護予防サービス計画〕（ケアプラン）が変更された場合、も

しくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があ

るかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、ご契約者及び

その家族と協議して、通所介護計画〔介護予防通所介護計画〕を

変更いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２．契約者に係わる「居宅サービス計画〔介護予防通所介護計画〕（ケアプラ

ン）」が作成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。 
 ①要介護認定を受けている場合 
 
 

○ 居宅介護支援事業者並びに、地域包括支援センターの紹介等必要な支援

を行います。 
○ 通所介護計画〔介護予防通所介護計画〕を作成し、それに基づき、ご契

約者にサービスを提供致します。 
○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払

いいただきます。（償還払い） 
 
 
 
 

居宅サービス計画〔介護予防サービス

計画〕（ケアプラン）の作成 

○ 作成された居宅サービス計画〔介護予防サービス計画〕に沿って、通所

介護計画〔介護予防通所介護計画〕を変更し、それに基づき、ご契約者

にサービスを提供致します。 
○ 介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料

金（自己負担額）をお支払いただきます。 

④通所介護計画〔介護予防通所介護計画〕が変更された場合に

は、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただ

きます。 
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 ②要介護認定を受けていない場合 

○要介護認定の申請に必要な支援を行います。 
 
（２） 介護保険給付の対象となるサービス 
  以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付さ

れます。但し、負担割合が２割・３割の方に関しては以下の単位数が２・３を乗じ

た単位になります。 
 
＜サービスの概要＞ 
① 生活相談（相談援助等） 
② 日常生活上の援助 
③ 健康状態の確認 
④ 機能訓練サービス（筋力向上訓練、レクリエーション、行事等活動、体操、趣味活      

動、日常生活動作に関する訓練、その他） 
・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに

必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 
 通所介護は、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ：７６単位（１日につき）。 

⑤ サービス提供体制強化加算 
通所介護は、２２単位（１回） 
介護予防通所介護は、８８単位(要支援１)  １７６単位(要支援２)（１ヶ月につき） 

⑥ ADL 維持等加算 
   通所介護は、３０単位（月１回のみ） 
⑦ 送迎サービス（基本部分に含まれています。但し送迎を行わない場合は、 

       －４７単位／片道となります。） 
⑧ 食事サービス 

・ ご契約者の状態に応じ、食事介助を行います。 
⑨ 排泄 

・ ご契約者の状態に応じ、排泄の介助を行います。 
⑩ 入浴サービス（通所介護のみ１回につき４０単位(または５０単位)、介護予防は基本

部分に含む） 
・ 入浴または清拭を行います。寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することが

できます。 
⑪ 介護職員処遇改善加算 
   基本サービス料に各種加算を足したものの 12.0％ 
⑫ 科学的介護推進体制加算 

    利用者ごとのＡＤＬ値・栄養状態・口腔機能・認知症の 状況その他の入所者の心 
身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出している こと。                 
通所介護は、４０ 単位（１ヵ月につき） 
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＜サービス利用料金＞（契約書第７条参照） 
 別表の料金表によって、ご契約者の要支援状態区分、要介護度に応じたサービス利用

料金（介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額））をお支払ください。 
 
（３） 介護保険の給付対象とならないサービス 
 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 
 
＜サービスの概要と利用料金＞ 
① 食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費等） 

ご契約者に提供する食事の材料費及び調理費等の実費をいただきます。 
料金：１回あたり６００円 
・ 当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の

状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 
・ ご契約者の自立支援のため利用して食堂にて食事をとっていただくことを原則と

しています。 
（食事時間）  １２：００～１３：３０ 
 

② レクリエーション、クラブ活動 
ご契約者の希望によりリクリエーションやクラブ活動に参加していただくことがで

きます。 
③ 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必

要とする場合には実費をご負担いただきます。 
  １枚につき５０～１５０円 

 
 
☆経済状況の著しい変化その他のやむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること

があります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前

までにご説明します。 
 
 
（４） 利用料金のお支払い方法 
  前記（２）（３）の料金・費用は、翌月 10 日以降に請求させていただきます。 
（尚、御都合により、口座引き落とし等も承っておりますのでお申し出下さい。） 

 
（５） 利用の中止、変更、追加 

  ○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護計画〔指定介護予防通所介護

サービス〕の利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加すること

ができます。この場合には、サービスの実施日の前日までに事業者に申し出てくだ

さい。 
 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示

して協議致します。 
 
（６） サービス提供記録の開示 
  ご契約者に対してのサービス提供記録については、ご契約者の求めに応じ、即座に

開示致します。 
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５．苦情の受付について 
（１） 当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 
○苦情受付責任者  山根 一晃 
［職名］施設長 ℡０８８－６２４－８８４７／０８８－６２４－８８４８ 

     ○苦情受付担当者  久米 将基 
［職名］管理者 ℡０８８－６２４－８８４４／０８８－６２４－８８４８ 
○受付時間    毎週月曜日～土曜日の営業日 

         ０８：３０～１７：３０ 
また、苦情受付ボックスを仁誠館１階総合受付に設置しています。 
○第三者委員       井内 清二  

   名西郡石井町藍畑字高畑 1354-2  ℡ ０９０－８９７６－４５３２ 
○第三者委員    久米 毅 

   名西郡石井町高川原天神 192     ℡ ０８８－６７４－５７２６ 
（２） 行政機関その他苦情受付機関 
    

徳島市役所 
高齢介護課 

 
所在地 徳島市幸町２－５ 
電話番号 ０８８－６２１－５１７６ 
FAX   ０８８－６２４－０９６１ 
受付時間 ０９：００～１７：００ 
 

国民健康保険団体連合会 

 
所在地 徳島市川内町平石若松７８－１ 
電話番号 ０８８－６６５－７２０５ 
FAX   ０８８－６６６－０１１６ 
受付時間 ０９：００～１７：００ 
 

徳島県運営適正化委員会 

 
所在地 徳島市中昭和町１－２ 
電話番号 ０８８－６１１－９９８８ 
FAX   ０８８－６１１－９９９５ 
受付時間 ０９：００～１７：００ 
 

石井町役場 
長寿社会課 

 
所在地 名西郡石井町高川原字高川原１２１－１ 
電話番号 ０８８－６７４－６１１１ 
FAX   ０８８－６７５－１５００ 
受付時間 ０９：００～１７：００ 
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６．緊急時における対応方法 

従事者は、通所介護〔介護予防・日常生活支援総合事業（第 1 号通所事業）〕を実施中

に、ご契約者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者・主治

医・介護支援専門員・地域包括支援センター等に報告致します。 
 
 
７．事故発生時の対応について 
 ご契約者が安心して指定通所介護サービス〔介護予防・日常生活支援総合事業（第 1 号

通所事業）〕の提供を受けられるよう、ご契約者に対する当施設でのサービスの提供に

より事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該ご契約者の家族等に対して、連絡

を行う等の必要な措置を講じるものとします。 
 ご契約者に対する指定通所介護サービス〔介護予防・日常生活支援総合事業（第 1 号通

所事業）〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行い

ます。更に当施設では、事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための

対策を講じます。 
 
 

８．非常災害対策 
 従業者は常に災害事故防止とご契約者の安全確保に努めます。 
管理者は、防火管理者（併設施設と同じ）を選任します。 
管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検します。 
防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、センターはこの計画に

基づき、避難及び救出その他必要な訓練を行います。 
 
 

９.衛生管理について 
(１) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は供給する水につついて、衛生的な管理

をするとともに、衛生上必要な措置を講じます。 
(２) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助

言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 
(３) 施設において感染症または食中毒が発生し、または蔓延しないように、次に掲げる措

置を講じます。 
① 施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会

を概ね年に二回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底し

ています。 
② 施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。 

 
 
１０．秘密保持と個人情報 
 サービスを提供する上で知り得たご契約者及びそのご家族に関する秘密を正当な理由無

く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 
ただし、介護保険事業によりご契約者の介護に関する事業間での調整のため開催される

サービス担当者会議等において必要がある場合は、限定的な範囲でご契約者及びその家

族の個人情報を提供することがありますので、あらかじめご了承ください。 
尚、この場合も全ての関係者に守秘義務がありますので、ご安心ください。 
（１） 事業所者は、サービスを提供する上で知り得たご契約者及びその家族に関する秘

密・個人情報についてはサービスの提供等業務遂行に必要な場合を除き、契約中

及び契約終了後も、第三者に漏らすことはありません。 
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○ 前項の「サービス提供等業務遂行に必要な場合」とは、次のとおりです。 
① ご契約者のサービス計画を立案し、円滑にサービス提供を行うために開催

されるサービス担当者会議における情報提供。 
② 介護支援専門員等との連絡調整において必要となった場合。 
③ サービス提供に関して主治医及び保険者の意見を求める必要のある場合。 

（２） 前項以外に個人情報を用いる場合には別に同意書による同意を得た上で提供しま

す。 
（３） 情報提供に当たって、個人情報の提供は必要最低限とし、関係するもの以外の者

に漏れることのないよう十分注意するとともに、個人情報を使用した会議の内容

や相手方等について記録します。 
（４） 事業所は、従業員が退職後、在職中に知り得たご契約者及びその家族の情報を漏

らすことのないよう必要な措置を講じます。 
（５） 事業所は、ご契約者の個人情報について事業所が定める個人情報保護方針及び個

人情報の利用目的をよく理解し個人情報の利用に同意します。 
 
 
１１. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 
(１) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 (機能訓練指導員 長谷部 有哉) 
(２) 成年後見制度の利用を支援します。 
(３) 苦情解決体制を整備しています。 
(４) 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を年１回以上実施しています。 
(５) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年１回以上開催し、その結果について

従業者に周知します。 
(６) 虐待の防止のための指針を整備しています。 

施設はサービス利用中に当該施設職員または養護者(利用者の家族等高齢者を現に

擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報するものとします。 
 
 
１２.身体拘束について 

事業者は原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のお

それ がある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考

えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限

の範囲内で行うことがあります。  
(１) 切迫性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 
(２)非代替性…身体拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とを防止することができない場合に限ります。 
(３)一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 
上記の場合は、身体拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行い 5 年間保

存します。また事業者として、身体拘束をなくしていくために委員会を１２か月ごとに

開催、指針の整備、年１回以上の研修を実施します。  
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１３.ハラスメントの防止・対応 

当事業所では、すべての利用者様に安心して介護サービスをご利用いただくとともに、

職員が安全で働きやすい環境を確保することを大切にしています。 
そのため、利用者様又はご家族等からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超え、職

員の就業環境を害するおそれのある行為については、カスタマーハラスメントに該当す

る場合があります。 
具体的には、次のような行為が該当することがあります。 

・人格を否定する発言や差別的な言動、名誉棄損、侮辱行為などの職員に対する身体

的・精神的な攻撃 
・業務の範囲を超えた過度な要求 
・長時間にわたる執拗な要望やクレーム 
・性的な嫌がらせ(性的な関係の強要、必要のない体への接触など) 
・職員の連絡先等の開示要求、職員へのつきまとい行為 
これらの行為が認められた場合には、複数名での対応や、サービス提供方法の見直し

について、ご相談させていただくことがあります。 
なお、介護サービスに関する正当なご意見・ご要望・苦情につきましては、これまで

どおり誠意をもって対応いたしますので、遠慮なくお申し出ください。 
 
 
１４．事業継続計画（BCP）の策定 
 災害等の緊急事態に事業の継続、早期復旧を図る事ができるよう、平常時より施設内お

いて〔①利用者、職員の安否状況②人員の確保③物資（食料等）備蓄状況④情報の取

得、伝達〕を事前に取り決めておき有事の際には迅速かつ的確に行動出来るように取り

組んでいく。 
 
 
１５.第三者評価の実施について 
 提供するサービスについて第三者評価の実施はありません 
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令和  年  月  日 
 

 
 
 
 
 指定通所介護サービス〔介護予防・日常生活支援総合事業（第 1 号通所事業）〕の提

供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 
 
 
 
 
 
             事業者 住  所  名西郡石井町石井字石井 1994 
                 事業者名  社会福祉法人 有誠福祉会 
                 代表者氏名 理事長 手 束  直 胤   
                 事業所名  デイサービスセンター国府 
                 説明者職名 管理者 
                 氏  名  久米 将基      印  
 
 
 
 
 
 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通書介護サービス 
〔介護予防・日常生活支援総合事業（第 1 号通所事業）〕の提供開始に同意しました。 
 
 
 
 
                契約者住所 
 
                氏  名              印 
 
                利用者との続柄（      ） 
 
 
 
                  
 
                      
 
※ この重要事項説明書は、厚生省（現；厚生労働省）令第３７号（平成１１年 

３月３１日）第８条の規定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事 
項説明のために作成したものです。   
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